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第１章 基本的な考え方                                
 
１ 業務継続計画（ＢＣＰ）策定目的                          
  業務継続計画とは、ヒト、モノ、情報及びライフライン等利用できる資源に制約がある状況

下において、非常時優先業務を特定するとともに、非常時優先業務の業務継続に必要な資源の

確保・配分や、そのための手続きの簡素化、指揮命令系統の明確化等について必要な措置を講

じることにより、大規模な地震災害時にあっても、適切な業務執行を可能にすることを目的と

した計画である。 
  ＢＣＰ：Business   Continuity   Plan 
 
２ 業務継続計画（ＢＣＰ）の効果                           
  業務継続計画を策定し必要な措置を講じることにより、下図に示すように、発災直後の業務

レベル向上や業務立ち上げ時間短縮等の効果を得て高いレベルでの業務継続を行える状況に

改善することが可能となる。 

 
出典：内閣府『中央省業務継続計画ガイドライン』 
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３ 非常時優先業務の概要                               
（１）非常時優先業務とは、大規模な災害の発生時にあっても優先して実施すべき業務である。 
 
（２）具体的には、災害応急対策業務や早期実施の優先度が高い復旧・復興業務のほか、業務継

続の優先度の高い通常業務が対象となる。 
 
（３）発災後しばらくの期間は、各種の必要資源を非常時優先業務に優先的に割り当てるために、

非常時優先業務以外の通常業務は積極的に休止するか、又は非常時優先業務の支障とならな

い範囲で業務を実施する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 地域防災計画と業務継続計画（ＢＣＰ）の相違点                   
  本市の防災対策を定めた計画として、災害対策基本法に基づいて策定される「豊明市地域防

災計画」（以下「地域防災計画」という。）がある。地域防災計画は、災害予防対策、災害応急

対策、復旧・復興対策について実施すべき事項が定められている。 
  これに対し、「業務継続計画（ＢＣＰ）」は、市庁舎や市職員などの行政の被災を前提とし、

災害応急対策や継続性の高い通常業務を特定するとともに、限られた必要資源を活用して適切

な業務遂行を行うことを目的としている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

継続の優先度が高いもの 

通常業務 

 
災害応急対策業務 

 早期実施の優先度が高いもの 

災害復旧・復興業務 

 災害予防業務 

非
常
時
優
先
業
務 

災
害
緊
急
業
務 

地
域
防
災
計
画 

通
常
業
務 
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 地域防災計画 業務継続計画（ＢＣＰ） 

作成主体 防災会議 市 

根拠法令 災害対策基本法 根拠法令なし 

計画の趣旨 

発災時又は平常時に実施すべ

き災害対策に係る実施事項や

役割分担等を規定するための

計画 

発災時の限られた必要資源を基に、非常時

優先業務を目標とする時間・時期までに実

施できるようにするための計画（実行性の

確保） 

行政の被災 
行政の被災は、特に想定する必

要がない 

庁舎、職員、電力、情報システム、通信等

の必要資源の被災を評価し、利用できる必

要資源を前提に計画を策定する 

対象業務 

災害対策に係る業務（予防業

務、応急対策業務、復旧、復興

業務） 

非常時優先業務（災害緊急業務及び優先度

の高い通常業務） 

業務開始 

目標時間 
目標開始時間の記載はない 

非常時優先業務ごとに業務開始目標時間

を定める（必要資源を確保し、目標とする

時間までに、非常時優先業務を開始・再開） 

業務に従事

する職員の

飲料水・食

料等の確保 

業務に従事する職員の飲料

水・食料、トイレ等の確保に係

る記載は、必要事項ではない 

業務に従事する職員の飲料水・食料、トイ

レ等の確保について検討の上、記載する 
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第２章 想定する災害及び被災状況                           
 
１ 想定する災害 
  海溝型大規模地震（南海トラフ地震） 
 
２ 災害による市内の被害状況 
（１）地震動【南海トラフ地震】 

推定震度 ７ ６強 ６弱 ５強 ５弱 ４以下 合計 

豊明市 

面積（㎢） ０ １５．８８ ７．３４ ０ ０ ０ ２３．２２ 

割合（％） ０ ６８．４ ３１．６ ０ ０ ０ １００ 

 
 
（２）建物被害（全壊・焼失棟数）【南海トラフ地震】      単位：棟 

区分 揺れ 液状化 山崖崩れ 津波 火災 

豊明市 ９００ ４００ ― ― ６００ 

愛知県 約４７，０００ 約１６，０００ 約６００ 約８，４００ 約２３，０００ 

 『平成２５年度豊明市被害予測データ』 
『愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果』 

 
（３）人的被害（死者数）【南海トラフ地震】          単位：人 

区分 

建物倒壊 

山崖崩れ 津波 火災 
 

うち屋内収容物移動・

転倒・屋内落下物 

豊明市 ６０ １０ ― ― ― 

愛知県 約２，４００ 約２００ 約５０ 約３，９００ 約９０ 

『平成２５年度豊明市被害予測データ』 
『愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果』 
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（４）ライフライン被害【過去地震最大モデルによる被害想定】 

項目 被害予測 人数等 

電力（停電軒数） 直後 ２６，１４８軒／２９，３８０軒 

上水道（断水人口） 直後 ６５，３７５人／６８，８１５人 

下水道（機能支障人口） １日後 ３２，４４９人／５４，０８１人 

固定電話（不通回線数） 直後 ６，５１３回線／７，３１８回線 

携帯電話（停波基地局率） １日後 ８１％ 

都市ガス（機能支障戸数） 直後 ２，０９２戸／２３，２４４戸 

ＬＰガス（機能支障世帯数） 直後 ８２０世帯／５，１２５世帯 

（H29.10.1 現在）『インフラ復旧状況の想定より算出』 
『愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果』 

 
（５）ライフライン復旧状況の想定【過去地震最大モデルによる被害想定】 

項目 想定復旧期間 被害予測調査結果 

電力 １週間程度 

直 後 約８９％（１１％被害なし） 

４ 日 後 約 １％（９９％が被害なし又は復旧） 

１週間後 約 １％（９９％が被害なし又は復旧） 

上水道 ４週間程度 

直 後 約９５％（５％被害なし） 

１週間後 約５２％（４８％が被害なし又は復旧） 

１カ月後 約 ８％（９２％が被害なし又は復旧） 

下水道 ３週間程度 

１ 日 後 約６０％（直後は１８％） 

         （４０％被害なし） 

１週間後 約１０％（９０％が被害なし又は復旧） 

１カ月後 約 １％（９９％が被害なし又は復旧） 

通信 

（固定電話） 
１週間程度 

直 後 約８９％（１１％被害なし） 

１週間後 約 ２％（９８％が被害なし又は復旧） 

１カ月後 約 ２％（９８％が被害なし又は復旧） 

通信 

（携帯電話） 
１週間程度 

１ 日 後 約８１％（直後は８９％） 

         （１９％被害なし又は復旧） 

４ 日 後 約 ３％（９７％が被害なし又は復旧） 

１週間後 約 ２％（９８％が被害なし又は復旧） 

ガス 

（都市ガス） 
２週間程度 

直 後 約 ９％（９１％被害なし） 

１ 日 後 約 ９％（９１％が被害なし又は復旧） 

１週間後 約 ７％（９３％が被害なし又は復旧） 

ガス 

（ＬＰガス） 
１週間程度 直 後 約１６％（８４％被害なし） 

『愛知県庁業務継続計画（南海トラフ地震想定）』 
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（６）避難者【南海トラフ地震】 

避難者数 

発災当日  ６，７１８人 

発災１日後 １９，０４９人 

発災３日後 １５，９６６人 

発災７日後 １５，１９５人 

発災１ヶ月後 １２，２６７人 

『豊明市地域防災計画』 
（７）震災廃棄物【南海トラフ地震】 

可燃物 不燃物 合計体積 

５３，８３０㎥ ７７，３３６㎥ １３１，１６６㎥ 

『豊明市地域防災計画』 
 
３ 公共施設の被害想定 
  災害対策本部となる本庁舎、その代替施設である尾三消防本部豊明消防署の被害想定につい

ては、次のとおりとした。 
本庁舎（災害対策本部）と豊明消防署の被害想定 

項目 本庁舎（災害対策本部） 豊明消防署 

構造上の

被害 
発生しない 発生しない 

電力 

停電する 

（一部非常用電源設備により、９ｈ程度（本

館１５ｈ）の電力供給可能） 

停電する 

（一部非常用電源設備により、６５ｈ程度

の電力供給可能） 

電話 ほとんど通話不能 ほとんど通話不能 

通信 

○防災行政無線（親局） 

 被害は発生しない 

（非常用電源設備により９ｈ程度電力供給

可能） 

 

○防災行政無線（移動局） 

被害は発生しない 

（非常用電源設備により９ｈ程度電力供給

可能） 

（バッテリーにより待機状態で最大２０ｈ

程度運用可能） 

○防災行政無線（移動局） 

被害は発生しない 

（非常用電源設備により６５ｈ程度電力供

給可能） 

（バッテリーにより待機状態で最大２０ｈ

程度運用可能） 

○災害時優先携帯電話・タブレット（３台） 

 被害は発生しない 

（バッテリーにより待機状態で最大 

７５０ｈ程度運用可能） 
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○庁舎内サーバ 

 被害は発生しない 

（非常用電源設備により９ｈ程度電力供給

可能） 

○庁舎内サーバ（ＬＧＷＡＮ非対応） 

停電時使用不能 

上水道 水道水使用不可 水道水使用不可 

下水道 下水道使用不可 下水道使用不可 

 
４ 公共施設の概要 
 

本庁舎（災害対策本部）及び豊明消防署の概要 

項目 本庁舎（災害対策本部） 豊明消防署 

構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 

規模 
地上５階 

地下１階 
地上３階（一部４階） 

床面積 １０３６４，７４㎡ ３７８０．９２㎡ 

非
常
用
電
源 

種別 ディーゼル発電装置２基 ディーゼル発電装置１基 

容量 
新館３００ｋVA 

本館１５０ｋVA 
１２５ｋＶＡ 

燃料タンク 
新館９５０Ｌ（灯油） 

本館６２０Ｌ（重油） 
９９０Ｌ（軽油） 

稼働時間 
新館 ９ｈ（理論値：１１ｈ） 

本館 １５ｈ（理論値：１８．６ｈ） 
６５ｈ 

無停電電源装置

稼働時間 
０秒 ４秒 

非常用電源設備

コンセント 

新館１階 ４５箇所 

新館２階   なし 

新館３階 １７箇所 

新館４階   なし 

 

本館１階 ２６箇所 

本館２階 ３０箇所 

本館３階  ４箇所 

本館４階   なし 

１階  ８箇所 

２階  ５箇所 

３階 ２１箇所 
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電気使用可能 

区域 

新館１階 全室 

新館２階 なし 

新館３階 情報室、サーバ室 

     防災サーバ室 

     オペレーション室 

     デザインシート室 

     会議室１０ 

新館４階 なし 

 

本館１階 非常用コンセントが設

置されている場所のみ 

本館２階 非常用コンセントが設

置されている場所のみ 

本館３階 非常用コンセントが設

置されている場所のみ 

本館４階 なし 

署員等の指示による 

 
 

第３章 業務継続体制の対象と非常時の業務継続体制                          

 
１ 業務継続体制の対象                                

想定対象 

・市内で震度６弱以上を観測したとき 

・大規模水害等により市域に甚大な被害が生じたとき 

（全職員が参集する非常第２配備に相当） 

対象組織 
行政経営部、市民生活部、健康福祉部、経済建設部、出納室、 

議会事務局、教育委員会、監査委員事務局 
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２ 非常時の業務継続体制                               
  地域防災計画に定められた以下の体制に速やかに移行する。 

班長：担当課の課長 
部 部長等 班名 班員（所属課） 班長 

災対行政経営部 
◎行政経営部長 

○会計管理者 

情報班 

秘書広報課 ○ 

企画政策課  

情報システム課  

公共施設管理室  

会計班 
財政課 ○ 

出納室  

災対市民生活部 
◎市民生活部長 

○議会事務局長 

本部班 

防災防犯対策課 ○ 

総務課  

市民協働課  

調査班 
税務課 ○ 

債権管理課  

市民班 市民課 ○ 

特命班 
議事課 ○ 

監査委員事務局  

災対健康福祉部 ◎健康福祉部長 

高齢者班 健康長寿課 ○ 

福祉班 社会福祉課 ○ 

児童班 保育課 ○ 

医療防疫班 
保険医療課 ○ 

子育て支援課  

災対経済建設部 ◎経済建設部長 

物流班 
産業支援課 ○ 

農業政策課  

土木班 土木課 ○ 

下水道・住宅班 

都市計画課 ○ 

市街地整備課  

下水道課  

環境班 環境課 ○ 

災対教育部 
◎教育長 

○教育部長 

教育１班 

学校教育課 ○ 

学校支援室  

各学校職員  

教育２班 
生涯学習課 ○ 

図書館  

※◎の付く者を部長、○の付く者を副部長とする。 
 ※班長は主管班から本部連絡員を指名し、本部員会議に派遣する。 
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３ 情報の基本的な流れ 
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第４章 職員の参集予測                                
 
１ 職員の参集 
（１）非常配備態勢 

非常配備 
移行基準 

地震 風水害 

警戒第１配備 

（１８名） 

①市内で震度４を観測したとき。 

②東海地震調査情報（臨時）が発表されたとき。 

③状況により副市長が必要と認めたとき。 

④南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合 

①市域に警報（大雨、洪水、暴風のいずれかひと

つ以上）が発表されたとき。 

②その他、状況により副市長が必要と認めたとき 

警戒第２配備 

（延べ７２名） 

①市内で震度４を観測し、被害が発生したとき。 

②その他、状況により市長が必要と認めたとき。 

③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発

表された場合 

①警戒第１配備では対応が困難なため、態勢を強

化する必要があると市長が認めたとき。 

②その他、状況により市長が必要と認めたとき。 

警戒第３配備 

（延べ９８名） 

①市内で震度５弱を観測したとき。 

②その他、状況により市長が必要と認めたとき。 

①警戒第２配備では対応が困難なため、態勢を強

化する必要があると市長が認めたとき。 

②その他、状況により市長が必要と認めたとき。 

非常第１配備 

（延べ２４９名） 

①市内で震度５強を観測したとき。 

②市内の複数の地区で被害が発生したとき。 

③その他、状況により市長が必要と認めたとき。 

①市域に土砂災害警戒情報が発表されたとき。 

②境川に氾濫危険情報が発表されたとき。 

③市内の複数の地区で被害が生じたとき。 

④警戒第３配備では対応が困難なため、態勢を強

化する必要があると市長が認めたとき。 

⑤その他、状況により市長が必要と認めたとき。 

非常第２配備 

（延べ３４８名） 

①市内で震度６弱を観測したとき。 

②東海地震注意情報が発表されたとき。 

③市内に甚大な被害が発生したとき。 

④その他、状況により市長が必要と認めたとき。 

⑤南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発

表された場合 

①市域に特別警報が発表されたとき。 

②市内に甚大な被害が発生したとき。 

③非常第１配備では対応が困難なため、態勢を強

化する必要があると市長が認めたとき。 

④その他、状況により市長が必要と認めたとき。 

除外者 

情報班・・・・ ７名   医療防疫班・・・ ３名   会計班・・・・ ２名    

物流班・・・・ ２名   本部班・・・・・ ５名   土木班・・・・ １名 

調査班・・・・ ３名   下水道・住宅班・・６名   市民班・・・・ ２名 

特命班・・・・ ０名   環境班・・・・・ ０名   高齢者班・・・ ５名 

教育１班・・・ ２名   福祉班・・・・・ １名   教育２班・・・ ２名 

児童班・・・・２９名                 除外者 ７０名 

※市長、副市長除く            『令和３年３月現在 非常配備編成表より抜粋』 
○非常配備態勢に応じ、参集対象職員があらかじめ定められている。 
○移行基準に合わせて職員は原則、勤務公署等へ自主参集する。 
○その他、南海トラフ地震臨時情報発表時の態勢は、編成表を参照すること。 
 



12 

（２）被災による職員参集への影響 
   勤務時間外に地震が発生した場合、職員は速やかに勤務公署等へ参集して応急対策に従事

することとなるが、次のような要素が職員参集やその後の対策に支障をもたらす原因となる。 
  ①地震により、職員自身やその家族が負傷する。 

②津波等により浸水が想定される地域では、安全確保のため避難行動等が必要となる。 
  ③交通機関が途絶し、復旧に時間を要する。 
  ④参集経路となる道路等が被害（路面の亀裂や段差、建築物等の道路への倒壊、橋梁の損壊、 

山・崖崩れ等）のため通行できない、あるいは迂回を要する。 
 
２ 参集行動 
  勤務時間外に地震が発生した場合、大半の職員は職場にいないため、初動業務への着手が少 
なからず遅れるほか、職員自身の被害や交通機関の支障等により、参集に相当の時間を要する 
と考えられる。 

  以下、業務継続に大きな影響を及ぼすケースとして、勤務時間外の発災を想定して職員の参 
集行動について示す。 

 
（１）地震発生時の安全確保 
   地震が発生したら、職員は自分自身と家族などの安全を確保することを最優先に行動する。

揺れがおさまり、身の回りの安全が確認できたら、テレビやラジオ等の報道で地震関連の情

報収集に努める。 
   特に津波等により浸水のおそれがある地域では、津波警報等の情報に注意し、自宅や周辺

の状況を確認し、安全かつ迅速に避難又は参集できるように努める。 
   豊明市では、観測された震度に応じた非常配備態勢が取られるので、どの非常配備態勢か

ら自身が参集対象となるか、非常配備態勢カードを携帯するなどして、平常時から把握して

おく。 
 
（２）勤務公署等への参集 
   職員は報道等で震度を知ったとき又は非常配備の指令の伝達を受けたときは、一定程度の

食料・飲み物等を持参し、速やかに勤務公署等へ参集、応急対策に従事する。 
 
 ア 基本的な考え方 
   職員は原則として勤務公署へ参集するが、交通機関の途絶、道路の寸断等により参集に相

当の時間を要すると見込まれる場合の行動は、地域防災計画（第２編 地震災害対策計画 

２ 動員・参集）に定めるところによる。 
   また、参集手段は徒歩又は自転車によることとし、原則として自家用車による参集は禁止

とする。 
 
 イ 津波浸水想定域における対応 
   参集にあたり、職員自身や家族の安全確保が重要であることは言うまでもないが、自宅が

津波浸水想定域にある場合は、津波情報等の状況により避難を優先する。 
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   参集場所や参集経路が津波浸水想定域にある場合も、津波情報等の収集に努め、参集途上

で津波の被害を受けることがないよう十分に注意する。参集途上であっても、危険と感じた

ときは、ためらわず早急に避難等の安全確保の措置をとる。 
 
 ウ 率先避難・近隣での防災活動 
   津波から身を守るために避難するときは、テレビやラジオ等で正しい情報を収集し、安全

かつ迅速に避難を行う。その際、周囲の住民にも避難を呼びかけつつ自ら先に立って避難行

動をとる、いわゆる率先避難に努める。 
 
 エ 参集が困難な例 
   自宅が津波浸水想定域にあるなどのほかにも、次の事由に該当する場合も、避難又は自宅

待機とし、状況を踏まえて参集する。 
  ・家族の死亡や、家族の安否確認ができないとき 
  ・職員又は家族が負傷し、治療又は入院の必要があるとき 
  ・参集途上で被災者の救出・救助活動に従事する必要が生じたとき 
                                   など 
 
３ 職員の参集予測 

豊明市業務継続計画における職員参集については、以下のとおり想定する。 
 

（１）参集率の想定条件 
 参集手段 参集率の想定 

発災～３日目 
徒歩 

（時速３km／h） 

参集場所から直線距離２０km圏内に居住する職員

の７０％が順次参集する。 

４日目～６日目 

交通機関等を使用 

４日目からは交通機関が復旧し、職員全体の７

０％以上が参集し、以後、順次参集する。 

７日目～１ヵ月 

職員全体の９８％が参集する（約２％の職員は本

人又は家族の死傷等により長期間参集できないと

想定）。 

※職員の参集率は、阪神・淡路大震災発生時の兵庫県及び兵庫県内市町村における参集率を

参考としている。兵庫県、神戸市、伊丹市、西宮市、芦屋市、宝塚市の地震発生当日の参集

率の平均は約４８％であり、発災から４日目までの平均は約７６％である。また、芦屋市職

員に対するアンケートによれば、回答した職員の１９．６％が家屋等の財産被害に遭い、５．

５％が参集途上に被災現場で救助活動等を行ったという。 
（出典：消防科学総合センター『地域防災データ総覧 阪神・淡路大震災基礎データ編』） 

  これらのことから、発災から６日目までは３割の職員の参集が困難であると想定し、参集率

を７割とする。 
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発災後 
３時間後 

(３km 以内) 

２４時間後 

(10km 以内) 

３日後 

(20km 以内) 

４日～６日後 

(30km 以内) 

７日～１ヵ月後 

(30km 以上) 

参集職員数（人） １２１ ２２２ ２３８ ２４２ ３４２ 

職員参集率（%） ３４ ６３ ６８ ７０ ９８ 

※発災後、特段の影響を受けずに参集する職員については、徒歩での参集に要する時間に準備時

間（家族の安否確認、参集準備等）として一律１時間を加算するものとする。 
※迂回路等を考慮して直線距離×１．２６倍で算出した。 
※距離については、通勤届にある勤務地までの距離としている。 
※避難所開設職員についても、市役所までの距離としている。 

 
 
（２）家庭での事前の備え 
   職員自身や家族の身に、もしものことがあると、職員として応急対策に従事できず、市の

業務継続に支障をきたすおそれがあるので、日頃からの家庭での備えも重要である。 
  ①自宅の耐震診断・耐震改修、家具類の固定、窓ガラスの飛散防止 
 ②家族間の連絡手段、避難場所の確認 
 ③可能な限り１週間分程度、最低でも３日分程度の飲料水（１人１日３ℓ以上）・食料等の備

蓄、簡易トイレ、携帯ラジオ、懐中電灯等の準備 
  ④地域等で行われる防災訓練への積極的な参加 
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第５章 指揮命令系統の確立（職務代行）                        
 

職務代行の対象 
  執務代行の順位 

第１順位 第２順位 
市長 副市長 市民生活部長 

副市長 市民生活部長 行政経営部長 
教育長 教育部長 学校教育課長 

行政経営部長 秘書広報課長 企画政策課長 
市民生活部長 総務課長 防災防犯対策課長 
健康福祉部長 社会福祉課長 健康長寿課長 
経済建設部長 産業支援課長 農業政策課長 
議会事務局長 議事課長 庶務担当係長 
教育部長 学校教育課長 学校支援室長 

 
第６章 電気・水・食料等の確保                            
 
１ 非常用電源及び燃料 
 電気については、本計画の想定災害である南海トラフ地震の発生時において、３日以内には 99％
が回復するとの被害予測が出ていることから、非常用自家発電設備（非常用電源）を稼働させる必要

がある期間は３日間と試算する。市本庁舎に備える非常用電源の諸元は、以下のとおり。 
 

施設 使用燃料 貯蔵可能量 燃料消費量 

本館 Ａ重油 ６２０Ｌ ３３．２Ｌ／ｈｒ 

新館 灯油 ９５０Ｌ ８５．６Ｌ／ｈｒ 

 
 上表より、非常用電源を３日間稼働させるために必要な燃料の量は、以下のとおり。 
 ・本館 稼働時間７２ｈ × 時間当たりの消費量３３．２Ｌ ≒ 必要量２，３９０Ｌ（Ａ重油） 
 ・新館 稼働時間７２ｈ × 時間当たりの消費量８５．６Ｌ ≒ 必要量６，１６０Ｌ （灯油） 
 
 市は、非常用燃料についてそれぞれの非常用電源の貯蔵可能量の少なくとも８０％を保つこと

としている。貯蔵可能量の８０％の燃料で稼働できる時間と、３日間稼働させるために不足する

燃料は、以下のとおり。 
 ・本館 貯蔵可能量６２０Ｌ × ０．８ ≒ 保有量 ４９０Ｌ（稼働可能時間１５ｈ） 
     必要量２，３９０Ｌ ― ４９０Ｌ ≒ 不足量 １，９００Ｌ 
 ・新館 貯蔵可能量９５０Ｌ × ０．８ ≒ 保有量 ７６０Ｌ（稼働可能時間９ｈ） 
     必要量６，１６０Ｌ ― ７６０Ｌ ≒ 不足量 ５，４００Ｌ 
 
 不足する燃料については、愛知県石油商業組合名古屋第６地区との協定に基づく優先供給等を

活用し、発災後速やかに補充するよう努めなければならない。 
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 なお、本館の非常用電源については、冷却方式が水冷式であることから、断水が発生すると受

水槽内の水が高温となることにより冷却機能を失い、オーバーヒートを引き起こして稼働できな

くなるおそれがあることに留意する。 
 
２ 職員用備蓄物資（水・食料等） 
 大規模災害時において、参集した職員が初動から円滑に活動するためには、業務に必要な資源だけ

でなく、水・食料等の生活のために必要な物資が十分に用意されなければならない。これらの物資は、

平時からの職員個人の備蓄及び発災時に持参することにより賄われるものであるが、突発的な参集に

より現実的には必要な物資の持参が困難であるケースや、長期間の活動となることにより個人の備蓄

だけでは対応が困難となるケースが生じる可能性がある。 
 このため、市は職員用の生活物資についての備蓄を検討し、必要な量を備えるよう努める必要があ

る。必要な量は最低３日分とし、職員個人の備蓄・持参分と合わせて１週間分程度を確保するものと

する。また、生活に最低限必要な物資の品目は、次表のとおりとする。 
 

品目 １人当たりの必要量 ３日分の必要量（全体） １週間分の必要量（全体） 
毛布 ２枚（交換なし） ７００枚 ７００枚 

水 ３Ｌ／日 
３，１５０Ｌ 

（500ml ペットボトル 6,300 本） 
７，３５０Ｌ 

（500ml ペットボトル 14,700 本） 
食料 ３食／日 ３，１５０食 ７，３５０食 

トイレ ４回／日 ４，２００回分 ９，８００回分 
生理用品 ４枚／日 ６００枚 １４００枚 
※ 職員数については、非常配備に当たる職員数を基に、３５０人とした。 
※ 生理用品については、別途計算により算出した。 
 
第７章 重要な行政データのバックアップ                         
 
１ 重要データの遠隔地保管 
 重要な行政データのうち、以下のシステムに含まれるものについては、情報システム課により大規

模災害時でも同時被災しない遠隔地で安全に保管する運用を行う。 
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２ 各課等における措置 
 自治体がバックアップを確保すべき重要な行政データについては、総務省が「地方公共団体におけ

るＩＣＴ部門の業務継続計画（ＢＣＰ）策定に関するガイドライン」において、以下のとおり明示し

ている。 
 
 ① 地方公共団体のみが保有しており、喪失した場合に元に戻すことが不可能あるいは相当困難な

データ～ 税金や水道料金等の納付状況に関する情報、国民健康保険業務・介護保険業務に関す

る情報、許認可の記録・経過等の情報、重要な契約・支払い等の記録の情報 
 ② 災害後すぐに使用するデータ、復旧に不可欠な図面や機器の仕様書等の書類～ 住民記録、外

国人登録、介護受給者情報、障がい者情報、道路その他の復旧に必要なインフラの図面又はその

データ、情報通信機器等の重要機器の修復に必要な仕様書 
 
 これらのデータは、情報システム課によるバックアップ（遠隔地保管のほか庁内サーバのバッ

クアップを含む。）により確保されているものもあるが、各課等がその管理する該当データにつ

いて定期的にバックアップを取ることが望ましい。 
 特に、紙データ又は電子データのどちらかの形式でしか存在しないものについては、焼失や電

子機器の故障等によって失われるリスクを考慮し、両方の形式で保存する必要がある。紙データ

には、永年又はそれに類する長期の保存を要するもので、古くから存在するものも少なくない。

こうしたデータが完全に失われることがないよう、バックアップの多重化が不可欠である。 
 なお、各課等における重要な行政データのバックアップ状況については、適切に実施されてい

るか適宜確認するものとする。 
 
第８章 多様な通信手段の確保                         
 
１ 通信機器等の確保状況 

機器名称 端末数（回線数） 
移動系防災行政無線 ７５ 
県高度情報ネットワーク用ＰＣ ２ 
無線ＦＡＸ（県高度情報ネットワーク） １ 
災害用電話（代表電話からの転送用） １０ 
災害時優先電話（固定回線） １ 
災害時優先携帯電話・タブレット ３ 
 
２ 今後の検討事項 
 現在、住民への情報伝達はＬアラート、ホームページ、登録型メール配信サービス（すぐメール）、

広報車（消防団含む。）、ＦＡＸ・電話等を中心に行っている。また、職員参集には職員参集システム

（すぐメール）及び各課等の非常連絡網を活用している。 
 一方、大規模災害時には電話やメール、ＦＡＸは通信が輻輳し、不達となる可能性が高い。住民へ

の情報伝達に市の公式ＳＮＳ（LINE、Instagram 等）の積極的な活用を図るだけでなく、各課等の

非常連絡網、職員間の連絡にも LINE 等のツールの活用を検討する必要がある。 
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第９章 非常時優先業務の遂行環境の確立                              

 

１ 非常時優先業務の遂行環境の概要 
  非常時優先業務の遂行環境については、以下に概要を示す。 

項目 主な課題 主な対応方針 

職員 

○スムーズな参集と参集予測 

○部局横断的な協力体制の構築 

○管理職等が不在の場合の意思決定 

○災害対応に当たる職員数の不足 

○迅速な参集体制の整備 

○部局応援体制の整備 

○各種マニュアルの作成 

○受援計画に基づく応援要請 

庁舎等 ○代替施設の運用方法 ○代替施設管理者との協議・調整 

電気 
○停電時に備えた非常電源の確保 

○発災時における燃料の確保 

○非常用発電機の確実な起動体制 

○協定等による燃料供給体制の確保 

通信 

○多様な連絡手段の確保 ○各施設の通信設備の充実 

○職員間の連絡体制の強化 

○ＳＮＳの活用 

情報システム 
○重要な行政データのバックアップ ○遠隔地保管とバックアップの多重化 

○ＩＣＴ－ＢＣＰの検討 

執務環境 

○安全な執務環境の確保 ○備品等の転倒防止対策 

○ガラスの落下・飛散防止 

○災害時の庁舎レイアウトの検討 

トイレ 

○職員向けトイレ対策 ○庁舎敷地内のマンホールトイレ整備 

○職員用簡易トイレの確保 

○協定による給排水設備の早期復旧 

食糧・飲料水 
○持参・個人備蓄の周知 

○個人での用意が難しい場合の対応 

○各自が持参・個人備蓄する 

○職員向け備蓄の推進 

水道 
○断水に備えた非常用水源確保 ○貯水槽の設置 

○飲料水の備蓄 

燃料 
○公用車の燃料確保 ○予備燃料の確保 

○協定による燃料供給体制確保 

公用車 ○公用車の確保 ○協定による車両供給体制確保 
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２ 非常時優先業務の選定 
（１）業務継続の対象期間 
   発災直後～１カ月 
（２）業務継続体制の対象 
   市内で震度６弱以上を観測したとき（全職員が参集する非常第２配備に相当） 
（３）業務継続の基本方針 
   市は、大規模災害時における非常時優先業務については、次の方針に基づいて業務継続を

図るものとする。 
  ①災害発生時においては、市民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめるた 

め、地域防災計画に位置づけられた災害緊急業務を最優先する。 
  ②発災から７２時間までは、人命に係る災害緊急業務に重点をおくこととなるため、市民生 

活、施設等の維持管理に著しい影響を与える通常業務以外はいったん停止する。 
  ③休止、縮小する通常業務は、平常時における重要性をもって判断するのではなく、市民の 

生活の維持等に係る重要度をもって判断する。 
  ④市の公共施設（福祉体育館、公民館、図書館等）は、避難所等の災害緊急業務として使用 

する場合以外は、一般利用を休止する。 
  ⑤イベント、会議等は、原則として中止、延期する。 
  ⑥災害復旧・復興業務は、災害応急対策業務と並行し早期に実施するべき基本的な業務を対 

象とする。 
  ⑦継続の優先度が高い通常業務は、人命に係る災害緊急業務に影響を与えない範囲で、順次 

再開する。 
 
３ 非常時優先業務の目標開始時期 

 区分 
災害緊急業務 通常業務 

業務数（累計） 割合 業務数（累計） 割合 

Ａ ３時間以内 ３４（３４） ４１．０％  ２２（２２） １６．９％ 

Ｂ ２４時間以内 １２（４６） １４．５％   ４（２６）  ３．１％ 

Ｃ ３日以内 １４（６０） １６．９％  １７（４３） １３．１％ 

Ｄ １週間以内 １４（７４） １６．９％  ３７（８０） ２８．５％ 

Ｅ ２週間以内  ５（７９）  ６．０％  １４（９４） １０．８％ 

Ｆ １カ月以内  ４（８３）  ４．８％ ３６（１３０） ２７．７％ 

Ｇ 停止   （３０７）  

合計 ８３ １００％ １３０ １００％ 

※通常業務のうち停止業務は合計に含めない。 
※端数処理により合計が１００％にならない場合があります。 
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４ 災害緊急業務の個別目標時期 
  豊明市業務継続計画別表のとおり 
 

５ 通常業務の個別目標時期 
  豊明市業務継続計画別表のとおり 
 
６ 受援対象業務と必要人員数 
  本計画に定める非常時優先業務（特に災害緊急業務）のうち、業務量・専門性を勘案して市

職員のみで実施することが困難な業務については、外部からの応援を必要とする「受援対象業

務」に位置づける。 
  受援対象業務は、豊明市受援計画において詳細を定めているが、本計画での職員参集予測と

各課等が算出した受援対象業務の必要人員数を比較すると、次のようになる。 
  これによれば、必要人員数に対して職員数が大幅に不足していることが分かる。大規模災害

時には、豊明市受援計画に基づく迅速な応援要請と円滑な受入れを確実に行わなければならな

い。 
 

非常配備態勢 
必要人数 不足人数 

応援要員に求める 

資格・経験 部 班 

災対行政経営部 
情報班   

応急危険度判定士 

建設（土木）技師（作業員） 

会計班   財政事務経験者 

災対市民生活部 

本部班   

受援調整・リエゾン経験者 

災対本部運営経験者 

外国人対応経験者・通訳 

市民班   戸籍窓口経験者 

調査班   

住家被害認定士 

住家被害調査経験者 

不動産鑑定士等 

特命班    

災対健康福祉部 

高齢者班    

福祉班   

福祉事務所経験者 

被災者生活再建支援金・災害弔慰金

（見舞金）事務経験者 

児童班    

医療防疫班   医療関係資格保有者 

災対教育部 
教育 1 班 

   
教育 2 班 

 
 



21 

非常配備態勢 
必要人数 不足人数 

応援要員に求める 

資格・経験 部 班 

災対経済建設部 

物流班※2   物流・運送の有識者 

土木班   

建設業者・造園業者 

消防団（救出用機材保有者） 

占用物管理者 

下水道・住宅班   

（応急）危険度判定士 

被災建築物応急危険度判定 

コーディネーター等経験者 

宅地開発経験者・技術師等 

建築士・施工管理技士 

建物解体経験者 

下水道管理業務経験者 

環境班   

廃棄物収集運搬業者 

廃棄物処理専門業者 

廃棄物処理業務経験者 

助成金申請業務経験者 

し尿くみとり収集運搬業者 

計    
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第１０章 庁舎の利用方針及びレイアウト                              
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第１１章 業務継続力向上のための継続的改善                              

    本計画は、一定の前提を踏まえて検討・策定したものであるため、これをもって業務継

続体制が完成しているものではない。今後、災害発生時に実際に機能する計画とするため

には、関連する各種マニュアル・計画等を各部局が整備していく必要があるほか、訓練・

研修及び災害経験による新たな課題を踏まえて計画の実行性等を点検し、是正していくと

ともに、他の自治体の被災経験等を通じて必要な対策を講じるなど、継続してレベルアッ

プに取り組む必要がある。 
 

           

 
１ マニュアル等の整備 
  現在、災害対策本部には、地域防災計画による災害対策本部を運営するうえで必要な災害対 
策本部設置・運営マニュアルを策定予定である。各部においても災害応急対策の実効性を高め 
るため、マニュアル等を整備するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・計画策定 
・マニュアル整備 
・計画修正 

・対策実施 
・教育、訓練 

・見直し 

・検討 

地域防災計画 業務継続計画 
整合 

災害対策本部設置・運営マニュアル 

新規に必要となるマニュアル等 
・職員安否確認マニュアル 
・情報収集・伝達マニュアル 

   等 

具体化 具体化 
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２ 職員への教育・訓練 
  発災時における円滑な業務継続のためには、本計画を全職員に周知し、業務継続の重要性及

び各自の職務等の理解を進めるとともに、訓練・研修を通じて職員の対応能力の向上を図ること

が重要である。 
 
 ①防災防犯対策課は、本計画の説明会及び研修を実施し、周知徹底を図る。 
 ②各部局は、発災時に非常時優先業務を確実に遂行するため、本計画及び地域防災計画に基づ 

き、非常時優先業務の目標復旧時間を考慮した各種マニュアルを作成する。また、防災防犯 
対策課と調整のうえ、マニュアルに沿った教育・訓練計画を策定し実施する。 

 ③防災防犯対策課は毎年実施している防災訓練等に本計画の視点も取り入れ、実施するよう努 
める。 

 ④人事異動があった場合には、異動職員に対して、発災時に非常時優先業務を遂行するため、 
どのような行動をとるべきか教育を行い、業務継続力の維持を図る。 

 ⑤執務する場所の防災対策及び自宅も含めた日常的な防災対応により業務継続力の向上を図 
る。 

 
【研修・訓練の例】 
 ・職員参集訓練 
 ・災害対策本部設置運用訓練 
 ・各種マニュアルに基づく研修・訓練 
【自宅での対応】 
 ・自宅の耐震化 
 ・家具の転倒防止等 
 ・非常持ち出し品や非常備蓄品の準備 
 ・家族の安否確認方法の決定 
 
３ 検討・見直し 
  業務継続計画を、発災時に実際に機能する計画とするため、訓練や被災経験等を通じて定期

的に計画の実行性を点検し、これを是正することでレベルアップを図っていく。 
 
 ①防災防犯対策課は、本計画の適切な運用を実現するため、教育・訓練の評価を踏まえた見直

しを適宜行う。また、地域防災計画の修正や、機構改革等が行われた場合にも、必要に応じ

て本計画の見直しを行う。 
 ②各部局は、本計画に基づいて作成したマニュアルについて、教育・訓練の評価を踏まえた点

検・見直しを適宜行う。また、本計画の見直しがあった場合には、必要に応じてマニュアル

の点検・見直しを行う。 
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